
人権擁護委員が委嘱されました
　平成22年10月1日付けで法務大臣から人権擁護委員として委嘱されました。

地
デ
ジ
の
相
談
は

「
デ
ジ
サ
ポ
岡
山
」へ

　

来
年
７
月
24
日
に
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
は
終

了
し
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
地
デ
ジ
）へ
完

全
移
行
し
ま
す
。
準
備
は
も
う
お
済
み
で
す

か
？

　

地
デ
ジ
を
視
聴
す
る
に
は
、
地
デ
ジ
対
応
テ

レ
ビ
へ
の
買
い
替
え
や
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
に
デ

ジ
タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
ま
た
は
チ
ュ
ー
ナ
ー
内
蔵

の
録
画
機
、
お
よ
び
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
な
ど
が

必
要
で
す
。
画
面
の
右
上
に
「
ア
ナ
ロ
グ
」
の

表
示
が
表
示
さ
れ
る
テ
レ
ビ
は
、
地
デ
ジ
に
対

応
し
て
い
な
い
の
で
準
備
を
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

　

デ
ジ
サ
ポ
岡
山
で
は
、
地
デ
ジ
の
無
料
相
談

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
戸
別
訪
問
の
受

付
も
し
て
い
ま
す
。
地
デ
ジ
の
こ
と
で
わ
か
ら

な
い
こ
と
が
あ
る
方
は
、
デ
ジ
サ
ポ
岡
山
へ
お

電
話
く
だ
さ
い
。

デ
ジ
サ
ポ
岡
山

　
（
総
務
省
岡
山
県
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　

電
話
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８
６
）
８
９
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６
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電
話
（
０
８
６
）
８
９
９-

６
０
６
０

津
山
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

警
察
の
相
談
窓
口
に
ご
相
談
を

　

県
警
察
本
部
で
は
、
犯
罪
を
な
く
し
て「
安
全
で
安
心
な
生
活
」
を
確
保
す
る
た

め
に
、
警
察
本
部
と
各
警
察
署
に
警
察
安
全
相
談
窓
口
を
設
け
て
、
県
民
の
み
な

さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
各
種
の
相
談
や
要
望
な
ど
に
お
応
え
し
て
い
ま
す
。

　

電
話
で
の
相
談
は
、
各
警
察
署
の
代
表
電
話
の
ほ
か
、
全
国
統
一の
警
察
安
全
相

談
専
用
電
話
と
し
て「
＃
９
１
１
０
」
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
県
警
察
本
部
に
は
次

の
相
談
電
話
を
設
置
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ
先

警
察
本
部　

　

犯
罪
被
害
者
や
家
族
の
方
々
か
ら
の
相
談　

   

電
話
（
０
８
６
）２
３
３-

８
３
４
９

　

被
害
の
未
然
防
止
に
関
す
る
相
談
な
ど　

    

電
話
（
０
８
６
）２
３
３-

０
１
１
０

　

性
犯
罪
被
害
相
談　

 　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
０
１
２
０-

０
０
１-

７
９
７

　

暴
力
団
に
関
す
る
相
談
や
情
報　
　
　
　

  

電
話
（
０
８
６
）２
３
３-

８
９
３
０

　

少
年
に
つ
い
て
の
相
談　
　
　
　
　
　
　
　

  

電
話
（
０
８
６
）２
３
１-

３
７
４
１

津
山
警
察
署
警
務
課
被
害
者
支
援
係　
　
　

  

電
話
（
０
８
６
８
）２
５-

０
１
１
０

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
給
付
金
は
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
な
ど
の
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
事
件
に
よ
り
、

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご
遺
族
、
障
害
が
残
っ
た
方
及
び
傷
病
を
負
っ
た
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

【
給
付
金
の
額
】

　

被
害
の
類
型
に
応
じ
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
最
低
額
10
万
円
〜
最
高
額

３
，０
０
０
万
円

【
申
請
の
期
限
】

　

申
請
の
受
付
は
、
岡
山
県
警
察
本
部
又
は
警
察
署
で
行
って
い
ま
す
。

　

申
請
は
、
平
成
22
年
12
月
17
日
ま
で
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

○
岡
山
県
警
察
本
部
県
民
応
接
課
犯
罪
被
害
者
支
援
室

　

電
話
（
０
８
６
）２
３
４-

０
１
１
０（
内
線
２
５
２
５
〜
２
５
２
９
）

○
お
か
や
ま
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
務
局　

電
話
（
０
８
６
）２
３
３-

８
３
４
９

○
津
山
警
察
署
被
害
者
支
援
係　
　
　
　
　
　

電
話
（
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８
６
８
）２
５-

０
１
１
０


